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過年度有価証券報告書等の一部訂正等に関するお知らせ 

 

当社は、平成23年４月18日付「第三者調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」に

て開示いたしましたとおり、当社の子会社である株式会社SPARKS（以下「SPARKS」と言う。）

の会計処理に関する第三者調査委員会からの調査報告書を受領し、対応を検討してまいりまし

た。 

第三者調査委員会による調査の結果を踏まえ、当社の会計監査人であるアスカ監査法人

とも協議した結果、平成21年12月期以降の過年度決算について、下記のとおり一部訂正等

を行うこととし、また、第三者調査委員会から提言がありました、開示情報の是正、社内

体制の是正等につきましても併せて対応方針を決定いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

 

 

記 

 

１．調査報告書について 

(1) 第三者調査委員会の調査事項 

第三者調査委員会において平成 21 年 12 月期有価証券報告書の３つの会計処理を中心

に調査が行われました。 

① 平成 20 年９月 24 日付、SPARKS と株式会社トラストゲートの事業譲渡契約に係る営

業権（のれん）の計上について。 

② 平成 21 年９月 23 日付、SPARKS 株主総会決議による増資に係る資本金及び資本準備

金の計上について。 

③ 平成 21 年 12 月 30 日付、SPARKS の代表取締役２名により、準消費貸借契約に係る長

期未収入金の計上について。 
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(2) 第三者調査委員会の会計処理における結論 

第三者調査委員会は以下のとおり、当社グループ及び関係先から開示された資料の検

討並びに、当社グループ役職員、その他関係者に対しヒアリングを実施し、その信用性

を慎重に検討いたしました。 

 その結果、上記（1）については以下の内容の結論が調査報告書に記載されております。 

① 平成 20 年９月 24 日付、SPARKS と株式会社トラストゲートの事業譲渡契約に係る営

業権（のれん）の計上について。 

・ 譲渡代金は 150 百万円である。 

・ それゆえ、譲り受けた資産・負債の差額と譲渡対価の差額である「営業権（の

れん）の額も変更されることになる。 

・ 譲渡代金である 150 百万円は支払っていない可能性もあると判断できるので、

「未払金」の計上を検討すべきである。 

「調査報告書（概要）P８参照」 

 

② 平成 21 年９月 23 日付、SPARKS 株主総会決議による増資に係る資本金及び資本準備

金の計上について。 

・ 新株発行は一応有効と認めることができ、当該新株発行に伴う資本金及び資本

準備金の増額も一応有効と言うべきである。 

・ 債務免除益 40 百万円に関しては、その対象となる債権が仮装である。 

・ 資本金及び資本準備金に対する「未収入金」を計上する際には、その回収可能

性を検討する必要がある。 

「調査報告書（概要）P８参照」 

 

③ 平成 21 年 12 月 30 日付、SPARKS の代表取締役２名により、準消費貸借契約に係る長

期未収入金の計上について。 

・ 平成 21 年 12 月 30 日時点では、大まかな合意があったとしても、正式な契約に

は至っていないと認められるため、「長期未収入金」を計上することは、誤った

会計処理となる。 

・ しかし、SPARKS 代表取締役 2 名と大まかな合意をしており、合意内容の金額の

確定が平成 22 年１月末頃であるとすれば、「修正後発事象」として、取り込む

ことも一定の合理性があるものと推察される。 

・ 本調査事項については、「契約を締結したとき」の解釈及び「長期未収入金」の

相手勘定科目の性質の解釈によって複数の会計処理が成り立つことから、会計

処理の妥当性について、一層の慎重な検討を行ったうえで、会計処理を選択さ

れることが望ましい。 

「調査報告書（概要）P９参照」 
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(3) 第三者調査委員会からの具体的施策の提言及び当社の対応について 

 第三者調査委員会からは以下のとおり、具体的な施策（「調査報告書（概要）P12 参照」）

の提言を受けており、当社は速やかに以下のとおり対応を検討いたしました。 

A）会計処理の是正について 

当社は、調査報告書の提言に基づき、速やかに、過年度決算の修正を行うことといた

しました。 

 

修正の概要は以下のとおりであります。 

① 平成 20 年９月 24 日付事業譲渡契約に係る営業権（のれん）は 200 百万円から 150

百万円へ修正する。 

② 事業譲渡代金の未払金を 150 百万円計上する。 

③ 平成 21 年９月 23 日付増資に係る長期未収入金の 159 百万円を計上する。 

④ 長期未収入金 159 百万円に対しては、100％貸倒引当金を計上する。 

⑤ 債務免除益 40 百万円を取り消しする。 

⑥ 長期未収入金 400 百万円に関しては、修正後発事象として計上する。 

 

  これらの結果、債務免除益の取消、長期未収入金に対する貸倒引当金繰入額の計上により、

平成 21 年 12 月期の当期純利益が、190 百万円下方修正されますが、同時に、営業権の四半

期当たり償却額が 10 百万円から７百万円となるため四半期毎の営業利益、経常利益、当期純

利益が３百万円程度上方修正されます。 

なお、営業権は平成 22 年 12 月期第２四半期にて、全額減損処理を行っているため、第３

四半期以降への影響はございません。 
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過年度決算の訂正による業績への影響見込について 

（単位：百万円）            

連結 
期 項目 

訂 正 前 訂 正 後 訂 正 額 

売上高 1,108 1,108 ― 

営業利益 △392 △382 10 

経常利益 △402 △392 9 

当期純利益 △254 △444 -190 

総資産 1,377 1339 -37 

平成 21 年 12 月期 

純資産 64 △122 -187 

売上高 282 282 ― 

営業利益 △106 △104 1 

経常利益 △104 △101 2 

当期純利益 △106 △104 2 

総資産 1,293 1,258 -35 

平成 22 年 12 月期 

第１四半期 

純資産 △41 △226 -185 

売上高 531 531 ― 

営業利益 △215 △210 5 

経常利益 △212 △207 5 

当期純利益 △418 △381 37 

総資産 1,042 1,042 ― 

平成 22 年 12 月 

第２四半期 

純資産 △353 △503 -150 

売上高 725 725 ― 

営業利益 △314 △309 5 

経常利益 △298 △293 5 

当期純利益 △593 △556 37 

総資産 888 888 ― 

平成 22 年 12 月期 

第３四半期 

純資産 △528 △678 -150 

売上高 919 919 ― 

営業利益 △399 △394 5 

経常利益 △389 △384 5 

当期純利益 △1,434 △1397 37 

総資産 217 217 ― 

平成 22 年 12 月期 

純資産 △1,369 △1,519 -150 

※ 第三者調査委員会の調査結果による単体への影響はございません。 

※ 平成 22 年 12 月期数値は、決算短信との差異です。 
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B）開示情報の是正等について 

第三者調査委員会からは上記会計処理の是正の他、「開示情報の是正」、「社内体制の是正」、

「内部統制の再構築」、「関係者の責任追及」について提言が行われています。 

これらの提言のうち、開示情報の是正につきましては、事実関係の再確認後、過年度決

算の修正と併せて訂正開示を行う予定であります。 

社内体制の是正及び内部統制の再構築につきましては、平成 22 年２月８日開示の「当社

株式の監理銘柄（審査中）指定に関するお知らせ」のとおり、当社は名古屋証券取引所よ

り監理銘柄（審査中）の指定を受けており、その発生原因は今回第三者調査委員会より提

言を受けた内容と同一でございます。当社は、監理銘柄（審査中）の指定後、指定解除に

向けて、内部管理体制の強化の立案と実行及び責任の所在の明確化を図ってまいりました

が、今回の第三者調査委員会の提言を受け、再度早急に当社及び当社グループの内部統制

及び社内体制の見直しを行い、内部管理体制の再強化を図る予定であります。 

関係者の責任追及につきましては、事実関係の再確認後、法的根拠に基づく対応を検討

中であります。 

 

２．今後の対応について 

過年度決算の修正につきましては、現在修正作業を進めております。平成 21 年 12 月期期末

決算からの有価証券報告書、四半期報告書の訂正報告書の提出及び、決算短信の訂正の発表並

びに、遅延しております平成 22 年 12 月期有価証券報告書の提出につきましては、4月 28 日を

目処に行う予定であります。 

株主、投資家をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしま

すこと深くお詫び申し上げます。 

以上 
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